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前回は、アダルト画像にからんで、表現

の自由に触れました。それに関する問題と

して、今月はいくつかのテクニカルな問題

に回答いたしましょう。

Q.

アダルト画像に限らず、人によって好き嫌

いが極端に分かれる種類の情報は多くあり

ます（性に関する情報、賭博に関する情

報、宗教に関する情報など）。これらの情

報をインターネット上で、不特定多数の人

の目に触れ得るかたちで流す場合、どのよ

うなことに気をつければよいのでしょうか？

A.

まず、その情報が置かれたサイトにたどり

着いた人の目にいきなりその種の情報が目

に触れないようにしてはいかがでしょうか？

そして「未成年の人はここから先に進まな

いでください」（米国のアダルトもののサイ

トでは、念の入ったことに、「あなたが未成

年者ならスタートレックのサイトへどうぞ」

と表示してリンクを張っているものがあり

ます。スタートレックフリークのサイトを探

すには、まず、米国のアダルトもののホー

ムページを見るのが早かったりする今日こ

の頃！）、「ここから先にはxxxの種類の情

報が含まれています。そのような情報が嫌

いな方はどうか先に進まないでください」、

「xxxの種類の情報を配布することは、xxx、

xxx、xxxの国の法律で規制されています。

xxxの国の方はここから先に進まないでく

ださい」といった表示をしておくことが考

えられます。

また、例えばアダルトもののサイトで未

成年者が入ってこないようにするために、

有料化して、クレジットカード番号・住

所・氏名・生年月日を入力してもらって、

成年者であることを確認した人だけ先へ進

めるパスワードを発行するというのはどう

でしょうか？　確かに（娘や息子が親のカ

ード番号を勝手に使うのでない限り）これ

は、利用者が成年者であることを確認する

のに良い方法かもしれません。けれども、

あなたは利用者のプライバシーを守るため

に必要な環境をととのえているでしょう

か？　利用者のプライバシーはクレジット

カード会社に筒抜けではありませんか？

利用者のデータは暗号化されていますか？

このあたりの心配があるので、私は、その

ようなサイトにはアクセスしないでしょう。

なお、せっかく玄関口に「好きな人以外

はここから先に進まないで！」という警告

を出しておいても、よそのサイトから先の

ページにリンクを張られると、警告を読ま

ずにいきなり露骨なページに飛び込んで困

惑する人がいないとも限りません。そのよ

うなことを避けるためには、中身のページ

にアクセスするのに玄関口でもらったパス

ワードが必要な形をとるのも1つの方法で

す。

ともかく、この問題は情報提供者の責任

回避と情報受領者のプライバシーの折り合

いを付けるのが大変難しいのです。成人専

用の匿名ネットワークキャッシュが実用化

されるとよいのですが（ネットワークキャッ

シュについては、たとえばhttp://www.

digicash.com/をご覧ください）。

また、ネットワーク上の表現の自由につ

いても、米国や英国で政府が規制しようと

する動きがあって、ネットワーカーと激し

く対立している例もあります。一方では、

ネットワーク全体としては各参加者の自由

としつつ、商業利用をするいくつかの企業

グループの間ではある種の情報は制限する

自主的なモラルやルールができてくるので
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はないでしょうか？

Q.

ネットワークを通じたやりとりに対する規制

は、表現の問題だけではありません。ネッ

トワーク上で取引をすれば、当然それに伴

って対価を銀行送金や小切手などで受け取

ることにもなります。たとえば、外国の人

にビデオソフトを販売して、こういった支払

いを外国から受け取ることについては規制

があるのでしょうか？

A.

日本では、外為法（がいためほう。正式

には“外国為替及び外国貿易管理法”）が

あって、国境を越えたお金のやりとりをコ

ントロールしています（といっても、以前

と比べるとずいぶん自由化されました）。

また、外国でも同じような法律があって、

やはり一定の規制がかかっています。ただ、

外国の法律をすべて日本側からチェックす

るのは困難ですから、そのビデオソフトを

輸入してもよいか（たとえば、アダルトも

のの場合）、その対価を日本円なり、その

国の通貨なり、あるいは米ドルなりで日本

国内の売り主に対して送金してよいかどう

かは、外国の買い手に自分の責任で判断し

て頂くことにしましょう。

そうすると、問題は日本国内の人が外国

の人から、日本円なり米ドルその他外国通

貨なりの支払いを受けられるか、というこ

とになりますね。じつは、現在のところ

（原稿を書いている時点、つまり、1995年

10月8日です）、上の例で通常関係しそう

なお金のやりとりについては、“銀行を正規

に通さない500万円を超える本邦通貨の輸

出又は輸入”（簡便のため、法律的には不

正確な表現になっていますが、実用上はこ

れでよいでしょう）と“円建ての小切手又

は約束小切手の輸出又は輸入”については

大蔵大臣の許可をもらわなければならない

ことになっています。

けれども上の質問の例です

と、まず、どちらにもあたるこ

とはなさそうですね（500万円

あっても買えないビデオなんて

ないでしょう）。

もっとも、ビデオソフトじゃな

くてハイテク製品の場合には、品

物の輸出そのものが規制されます

から気をつけてください。

Q.

未成年者によるアダルトものへのアク

セスを制限する理由を明示したい場合

など、インターネット上で人々がアク

セスするサイトに、国の法令や通達、

裁判所の判決、あるいは、政府刊行物、

行政機関発行の資料などのコピーを置いて

おきたいことがあります。こういったものは、

国などに対して断りなくコピーしてもよいの

でしょうか？

A.

著作権法には次のような規定があります

（じつは外国の著作権法にも、通常は、同

様の規定が置かれています）。

著作権法13条

次の各号のいずれかに該当する著作物

は、この章の規定による権利（筆者注：著

作権のこと）の目的となることができない。

一　憲法その他の法令
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二　国又は地方公共団体の機関が発する

告示、訓令、通達その他これらに類するも

の

三　裁判所の判決、決定、命令及び審判

並びに行政庁の採決及び決定で裁判に準ず

る手続により行われるもの

四　前三号に掲げるものの

翻訳物及び編集物で、国又

は地方公共団体の機関が作

成するもの

著作権法32条2項

国又は地方公共団体の機関が

一般に周知させることを目的とし

て作成し、その著作の名義の下に

公表する広報資料、調査統計資料、

報告書その他これらに類する著作物

は、説明の材料として新聞紙、雑誌

その他の刊行物に転載することができ

る。ただし、これを禁止する旨の表示が

ある場合は、この限りでない。

この規定によって、まず、国の法令や通

達、裁判所の判決といったものをあなたの

サイトにコピーして置いておくことは、あ

なたの自由ということになります。また、

政府刊行物、行政機関発行の資料なども、

“xx白書”とか政府刊行物センターなどで

一般向けに販売されている“xx便覧”と

かいったものは、奥付にでも複製禁止の表

示がない限り、あなたが何かを説明するた

めの材料としてコピーしてよいということ

になります。

では、“公表”されていない役所内部の

資料（あなたは役所主催の研究会や委員会

でそれを入手したのかもしれませんね）を

あなたがコピーすることはどうでしょうか？

確かに、これは、著作権侵害になるでしょ

う。ただ、あなたは、国家の不正を摘発し

ようとして、あるいは、我が国を外国から

の攻撃から守ろうとして義侠心からそのよ

うなことをするのかもしれません（結果と

して逆の効果を招くことがあるかもしれま

せんが）。そのような場合に、著作権侵害

に対して複製物の頒布の差止というやり方

で表現の自由を制約すべきでしょうか？

私はそうは思いません。けれども、そのよ

うな事例において国家があなたに対して差

止請求をすることは、少なくとも著作権法

上は許されていますし、裁判所もそのよう

な考え方をしているのです（「日本人の海

外活動に関する歴史的調査」無断復刻事

件。最高裁昭和59年3月9日判決）。

では、次の質問についてはymに回答し

てもらいましょう。

Q.

切手やお札のコピーをしてはいけないのでし

ょうか？　切手やお札の趣味のサイトは海

外にたくさんあって、これらのコピーが表示

されていますが、日本では許されるのでし

ょうか？

A.

現在はコピー技術がかなり発達してます

から、高精度のカラーコピーをすれば切手

やお札のコピーも、場合によっては本物と

紛らわしくなることも考えられますよね。

“普通の人が本物と誤信するような外観の

もの”や、そこまで似てなくとも、“本物と

紛らわしい外観のもの”が出回ってしまう

と、世の中が混乱してしまうので、切手や

お札のコピーに関しては、いろいろな規制

（とくに、刑事上の規制）が問題になり得

ますから、十分、注意が必要です。

まず、言うまでもないかもしれませんが、
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「本物のような顔をして使ってしまおう」な

んて考えて、お札をコピーして「普通の人

が本物と誤信するような外観のもの」を作

ると、「通貨偽造罪」という重い犯罪（ち

なみに、「無期又は3年以上の懲役に処す

る」なんて書いてあります）を犯したこと

になってしまいます。それから、「通貨及証

券模造取締法」とか「郵便切手類模造等

取締法」なんて法律もあって、お札や切手

に紛らわしい外観を有するものを作っちゃ

だめだぞ、と定められています（ちなみに、

違反すると、最高で1年間の懲役に処せら

れる可能性もありますぞ）。

もっとも、紙媒体にコピーするんではな

くて、ホームページ中にイメージデータと

して組み込む場合には、WWW上で表示さ

れるだけだから、普通の人が本物と誤信す

るような外観の「もの」や切手やお札と紛

らわしい外観を有する「もの」はできない

じゃないか、と思われる方も多いでしょう

ね。でも、仮にそのホームページにアクセ

スしたユーザーの中に悪いやつがいて、お

札や切手のイメージデータをダウンロード

して、「普通の人が本物と誤信するような外

観のもの」や「お札や切手と紛らわしい外

観のもの」を作ったとしたら、イメージデー

タをアップロードした人は、そういう悪い

やつの手助けをしたんだから共犯として責

任を負うべきだ、なんて言われることも考

えられないではありません。やはり、もの

がものだけに細心の注意が必要でしょうね。

そこで、実際上の対応としては、単純に

お札や切手のイメージデータを組み込むの

ではなく、お札や切手のイメージ上に、必

ず「見本」とか「Sample」とかの文字が

表示されるようにして、悪用ができないよ

うにすることなども考えられます。

次に、お札や切手は、「著作物」だから、

勝手にコピーすると、著作権法違反になる

んじゃないか、という問題も考えられます。

お札や切手のデザインは、通常かなり凝っ

たものですから、「著作物」になるための要

件である「創作性」があると考えられるか

らです。この点も考慮すると、著作権の保

護期間が過ぎたもの（公表された日の属す

る年の翌年から50年間経過した

もの、ということになる

んでしょうかね）だけを扱

うか、または「公表された

著作物は、引用して利用す

ることができる。この場合に

おいて、その引用は、公正な

慣行に合致するものであり、か

つ、報道、批評、研究その他の

引用の目的上正当な範囲内で行

われるものでなければならない」と

いう著作権法第32条1項の規定の

適用を受けることができるように、お

札や切手のデザインについての詳細な

コメントをつける（「引用」と言うため

には、引用されるものが「主」であって

はならない、と考えられています）ことな

ども必要かもしれません。それじゃあ、た

とえば「世界の切手集」みたいに、たくさ

んサンプルを集めて、データベースを作る

ようなことはできないのでしょうか。偽造

とか模造とかの問題がなければ、認められ

てもいいような気もするんですが…（日本

には、アメリカみたいに一般的なフェアユ

ースの規定がないので、どうも今一つすっ

きりしない結論になってしまうような気も

しますね）。

●

ということで、今月はここまで。皆さん

の質問をお待ちしています。
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